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○ひたちなか市元町・勝田駅東口・勝田駅西口自転車駐車場 

指定管理者業務仕様書 

 

 

ひたちなか市元町・勝田駅東口・西口自転車駐車場（以下「駐車場」という。）の指定管理者

が行う業務の内容及びその範囲等は，この仕様書に定めるところによる。 

 

１ 趣旨 

本仕様書は，駐車場の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目

的とする。 

 

２ 指定期間 

指定期間は，令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

３ 施設の概要 

（１）施設の名称 

①ひたちなか市元町自転車駐車場（以下「元町駐車場」という。） 

②ひたちなか市勝田駅東口自転車駐車場（以下「東口駐車場」という。） 

③ひたちなか市勝田駅西口自転車駐車場（以下「西口駐車場」という。） 

（２）所在地 

①元町駐車場      ひたちなか市元町４番１３ 

②東口駐車場      ひたちなか市勝田中央１番１１ 

③西口駐車場      ひたちなか市勝田本町３５番 

（３）施設の規模 

①元町駐車場      構造     鉄骨３階建３層４段プレハブ 

              敷地面積   １，３１２．０９㎡ 

              延床面積   ３，１４６．００㎡ 

              利用台数   １，７８４台  

              １階       ５２０台  ２階     ５８８台 

              ３階       ６２６台  バイク（原付） ５０台 

 

②東口駐車場 

   Ⅱ街区施設建築物   構造     鉄骨６階建 

              施設面積   １，２５７．９７㎡ 

              延床面積   ３，９２１．３４㎡ 

   うち当該施設部分    構造      鉄骨３階建 

               敷地持分割合  ０．１８０３８８ 

               延床面積    ７０７．７１㎡ 

               利用台数       ３８１台 

               １階         ７６台 

               ２階         １５０台 

             ３階         １５５台 
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③西口駐車場      構造     鉄骨２階建３層式 

              敷地面積   ６，６７３．００㎡ 

              延床面積   １，０５２．９３㎡ 

              利用台数   １，１６６台 

              １階       ５３５台  ２階     ４２１台 

            屋階       １８７台  バイク（原付） ２３台 

（４）利用者   １日あたり利用者見込  延べ約３，０００人 

         （元町１，５００人／東口４００人／西口１，１００人） 

 

４ 駐車場の管理運営に関する基本的な考え方 

（１）駐車場は，自転車で通勤，通学，買い物等を行う者の利便に資するための施設である。

その設置目的や公の施設としての特性を十分に理解した上で管理運営を行うこと。 

（２）創意工夫に基づいた管理運営により，施設の効用を最大限に発揮するとともに，使用者

の利便性向上と安全で快適な環境の提供に努めること。 

（３）地域住民や使用者の意見を管理運営に反映させるとともに，利用者の平等な利用を確保

すること。 

（４）個人情報の適切な保護措置を講ずること。 

（５）管理運営業務の全てを委託してはならないこと。 

（６）効率的な管理運営により，経費の節減に努めること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

駐車場の管理運営に当たっては，本仕様書のほか，次に掲げる法令等を遵守すること。な

お，法令等に改正があった場合は，改正後の内容を遵守するものとする。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（２）労働関係法令（労働基準法（昭和２２年法律第４９号），労働安全衛生法（昭和４７年法

律第５７号），最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）等） 

（３）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号） 

（４）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

（５）ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例（平成２２年条例第２号） 

（６）ひたちなか市自転車駐車場設置及び管理条例（平成６年条例第８３号） 

（７）ひたちなか市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２３号）並びに同

施行規則 

（８）ひたちなか市情報公開条例（平成１２年条例第１号） 

（９）ひたちなか市行政手続条例（平成８年条例第１６号） 

（10）ひたちなか市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第 

１０号） 

（11）ひたちなか市暴力団排除条例（平成２４年条例第２８号） 

（12）その他適正な管理運営に必要な関係法令 

 

６ 管理の基準 

駐車場の開設期間は，４月１日から３月３１日までの通年とし，供用時間及び休場日は次
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のとおりとする。指定管理者が利用者から徴収する使用料の金額等の詳細については，別添

の設置及び管理条例を参照のこと。 

（１）供用時間 

午前６時から午後９時まで 

（２）休場日 

１月１日から１月３日まで 

 

７ 指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う業務の範囲は，次のとおりとする。なお，指定管理者が自ら業務を履行

することを原則とするが，専門的知識又は経験等を必要とする一部の業務については，市の

承認を得て専門の事業者に委託できるものとする。 

また，市では，令和８年４月から公共施設の維持管理業務を建物管理の専門事業者に一括

して委託する「包括管理業務委託」の導入を予定している。このため，原則として，下記の

業務に該当しない施設等の維持管理業務は，包括管理業務委託の受託者が行うこととなる。

ただし，最終的な業務範囲については，詳細協議により決定することから，この指定管理者

の公募時点において包括管理業務に移行する予定の業務であっても，指定管理者の業務とし

て実施する場合がある。 

（１）駐車場の運営に関すること。 

①職員の配置等に関すること。 

ア 駐車場の管理運営に支障がないよう，管理責任者を選任するとともに，使用者の登録

受付及び料金徴収業務に１名と施設の日常点検の業務に１名を配置すること。また，年

度末及び年度始めについては，新規利用者抽選会に係る業務並びに継続手続きのため，

適宜係員を増員して対応すること。なお，点検業務は必要に応じて行うこととする。 

イ 職員の勤務形態は，労働基準法を遵守し，専任の必要はないが，駐車場の運営に支障

がないようにすること。 

ウ 駐車場を担当する職員に対し，必要な研修を行うこと。 

②使用者登録の受付及び使用料の収納に関すること。 

ア 設置及び管理条例並びに同施行規則に基づき，使用登録の受付，各種申請書の受理，

使用の調整，使用の可否の決定及び使用登録証又は一時使用券の交付を行うこと。 

イ 使用者から徴収する使用料の徴収又は収納に関する事務は，地方自治法第２４３条の

２の規定に基づき，指定管理者に委託するものとする。設置及び管理条例並びに同施行

規則に基づき，使用料の徴収に関する手続きを行うこと。 

ウ 前２項に定める使用申請の受付及び使用登録証又は一時使用券の交付並びに使用料の

徴収に関する手続きは，駐車場管理室にて行うこと。 

エ 使用者から徴収した使用料については，地方自治法第１７３条の２第２項の規定に基

づき，速やかに指定金融機関に払い込みを行うこと。 

③使用者等のデータ管理に関すること。 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。 

駐車場の適正な運営のため，施設等に関する次の管理業務を行うこと。 

 Ⅰ 維持管理業務 

① 諸設備の維持管理 

ア 備品等の保守管理業務 



 ４  

イ 清掃 

② 施設全般の巡視点検 

③ 廃棄物の収集運搬処理 

④ 植栽の管理 

 Ⅱ 修繕業務 

   経年劣化に伴う備品の修繕については市の負担とし，指定管理者が持ち込んだ備品の修

繕及び指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた修繕は，指定管理者の負担とする。 

 

８ 非常事態時の対応 

（１）非常事態時の初期対応 

駐車場において，災害，事故又は犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生した

とき（事態が緊急を要する場合においては，利用者の安全確保に関する措置及び施設等の保

全措置を優先して講じた後）は，速やかに消防署又は警察署等の関係機関へ通報するととも

に，市に報告し，その指示を受けること。 

（２）緊急時対応体制の整備 

非常事態や災害の発生に備え，マニュアル及び緊急連絡網の作成等，緊急時に対応できる

体制をあらかじめ整備しておくこと。 

 

９ 指定管理者の賠償責任 

指定管理者は，駐車場の管理業務の履行に当たり，指定管理者の責めに帰すべき事由によ

り市又は第三者に損害を与えたときは，民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条の規定

により，その損害を賠償しなければならない。 

 

１０ 指定管理業務に係る経費 

（１） 市が支払う指定管理料の金額，支払時期及び支払方法は，市と指定管理者の協議により

決定し，会計年度ごとに協定で定めるものとする。また，指定管理料は，各年度の実績

報告に基づき精算するものとする。 

（２） 指定管理者は，経費規定を策定し，経費事務を行うこと。 

（３） 市は必要に応じて労務管理，施設，物品，各種帳簿等の現地調査を行うこととする。 

 

１１ 物品の帰属等 

（１）市が，指定管理者に対して，指定管理料により物品を購入させ，又は修繕により資産を

取得させることとなる場合は，その物品又は資産は，市の所有に属するものとする。 

（２）指定管理者は，市の所有に属する物品については，ひたちなか市財務規則（平成６年規

則第４１号）に基づいて管理を行うものとする。 

 

１２ 備品物品等 

備え付けの備品は別途提示する。 
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１３ 事業計画及び業務報告等 

（１）事業計画書の作成 

指定管理者は，会計年度ごとに事業計画書を作成し，市が指定する期日までに提出する

こと。 

（２）業務報告書の作成 

ア 指定管理者は，駐車場の利用状況及び使用料の収入状況等を記載した業務日報を作成

すること。また，市が指定する期間保管し，市の求めに応じてこれを提出すること。 

イ 指定管理者は，月毎の駐車場の利用状況及び使用料の収入状況等について，業務報告

書を作成し，市が指定する期日までに市に報告すること。 

（３）事業報告決算書の作成 

指定管理者は，会計年度終了後６０日以内に，次に掲げる事項を記載した事業報告決算

書を作成し，市に提出すること。ただし，地方自治法第２４４条の２第１１項の規定によ

り年度の途中において指定を取り消されたときは，その取り消された日から起算して３０

日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告決算書を作成し，市に提出すること。 

① 管理運営業務の実施状況 

② 駐車場の利用状況（日別，月別及び年度合計） 

③ 指定管理に業務に係る収支状況 

 

１４ 状況報告，現地調査及びモニタリングの実施 

（１）市は，管理運営業務の状況等について，指定管理者に報告を求めることができる。また，

必要に応じて現地調査を行うことができる。 

（２）市は，指定管理者が行う業務の実施状況を把握し，良好な管理状況を確認するために，

毎年１回モニタリングを実施する。モニタリングの結果，指定管理者の業務が要求水準を

維持していないと判断した場合，市は業務の改善等について必要な指示を行うものとする。 

 

１５ 管理運営業務を実施するに当たっての留意事項 

業務を実施するに当たっては，次に掲げる事項に留意し，円滑かつ効率的に実施すること。 

（１）駐車場が公の施設であることを常に念頭に置き，公平・公正な運営を行い，特定の利用

者に有利若しくは不利になる運営を行わないこと。 

（２）指定管理者が駐車場の管理運営等に係る規定等を作成する場合は，事前に市と協議する

こと。 

（３）会計年度ごとの指定管理料の金額は，市議会における予算の議決を経て決定されること

から，市と指定管理者の協議の結果に関わらず，金額が変更となる場合がある。 

 

１６ 指定の取消し 

指定管理者が行う管理運営業務の適正を期すため，次に掲げる事由に該当する場合には，

地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により，指定管理者の指定を取消し，又は期間を

定めて管理運営の全部若しくは一部の停止を命ずる場合がある。 

（１）指定管理者が，市の行う報告の要求，現地調査又は必要な指示に従わないとき。 

（２）指定管理者による管理を継続することが，適当でないと市が認めるとき。 

 

 



 ６  

１７ 業務の引継ぎ 

（１）指定管理者は，市及び現在の指定管理者と協議し，指定期間の開始日前から業務の引継

ぎを受けること。なお，市又は現在の指定管理者が受け付けた予約については，これを引

き継ぐこと。 

（２）指定管理者は，業務の円滑な引継ぎについて市及び次期指定管理者に対して協力すると

ともに，業務に関する調整，必要な書類及びデータの提供を行うこと。 

 

１８ 協議 

この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は，市と指定管理者の間で協議により

決定するものとする。 


